　　請　　書（修繕）収　入
印　紙


件　　　　名

路線等の名称

場　　　　所

期　　　　間　　　　　　年　月　　日から　　年　月　　日まで（期間　　日間）

契約金額　　　　金　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　金　　　　　　　円）

修繕内容　　　　〇年〇月〇日付発注書のとおり

契約保証金　　　　小牧市契約規則により免除

上記契約の履行については、次の事項に従い、誠実にお請けいたします。
１　この請書及び上記に示す発注書に記載する事項及び仕様書並びに図書（設計書、図面、現場説明書等を含む。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行します。
２　表記の修繕又は工事等（以下「修繕等」という。）の履行及び契約の目的物（以下「物件」という。）の納入に関する一切の事項を処理し、また、それらについて発注者の指示に従います。
３　受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしません。この契約終了後も同様とします。
４　個人情報を取り扱う場合は、「個人情の取扱いに関する特記事項」の記載事項を遵守します。
５　貴市の承諾を得ず、本件に関する権利又は義務を他に譲渡し、又は継承させません。
６　この契約の締結に要する費用及び修繕等の完了に至るまでに必要な全ての費用は、当方が負担します。
７　物件の修繕等が完了したときは、完了届と共に物件の提出をもって検査を依頼します。検査に合格し、貴市が物件の引渡しを受けた後、契約代金を請求します。なお、検査の時期は、完了届の提出を受けたときから　　１０日以内とし、代金の支払い時期は、貴市が適法な請求書を受理した日から３０日以内とします。
８　物件の修繕等納入後、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負います。ただし、貴市がその不適合を知った時から１年以内にその旨の通知をしたときに限ります。
９　天災その他当方の責めに帰すことができない事由により、履行期間内に修繕等することができないときは、貴市に対して、遅延なくその理由を明らかにした履行期限延長願を提出します。なお、その履行期限の延長が貴市の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行っていただき、当方に損害を及ぼしたときは、相当の補償を申し受けます。
[bookmark: _Hlk216106572]１０　当方の責めに帰する事由により、履行期間内に修繕等が完了しないとき及び物件を納入しないときは、違約金を支払います。なお、違約金の額は、遅延日数に応じ、未履行部分相当額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号。以下「支払遅延防止法」という。）第８条第１項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて算出した額とします。
１１　契約代金が上記７の期限内に支払われなかったときは、遅延日数に応じ支払遅延防止法第８条第１項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて算出した遅延利息を申し受けます。
１２　次の各号のいずれかに該当したときは、貴市に契約を解除されても異議はありません。
（１）当方の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができないこと、又は契約を誠実に履行する見込みがないことが明らかであると認められるとき。
（２）この請書に定められた義務の履行を怠り、又は違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
（３）当方が、小牧市暴力団排除条例第２条第１号及び第２号に規定する暴力団等であるとき。また、役員等が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
１３　前事項の規定により契約が解除された場合は、契約代金の１０分の１に相当する金額を貴市が指定する期限までに違約金として支払います。
１４　貴市の都合で契約を解除されたときに損害がある場合は、協議のうえ相当の補償を申し受けます。
１５　この請書及び小牧市契約規則に定めがない事項で疑義が生じたときは、協議のうえ定めます。

　　　　　　　　年　　月　　日

　　　（宛先）小牧市長　

　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　印
※個人情報を取扱う場合は「個人情報の取扱いに関する特記事項」を添付すること。

